
平
成
二
十
年
十
月
三
日
受
領

答

弁

第

五

号

内
閣
衆
質
一
七
〇
第
五
号

平
成
二
十
年
十
月
三
日

内
閣
総
理
大
臣

麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
我
が
国
が
抱
え
る
領
土
問
題
に
つ
い
て
の
政
府
広
報
冊
子
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
我
が
国
が
抱
え
る
領
土
問
題
に
つ
い
て
の
政
府
広
報
冊
子
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
冊
子
に
つ
い
て
は
、
二
〇
〇
五
年
版
の
発
行
部
数
は
三
万
千
部
、
経
費
は
百
九
十
八
万
五
千
五
百
五
十
円
、
二

〇
〇
六
年
版
の
発
行
部
数
は
三
万
千
部
、
経
費
は
二
百
四
十
七
万
三
千
八
百
円
、
二
〇
〇
七
年
版
の
発
行
部
数
は
三
万
千
部
、

経
費
は
二
百
三
十
七
万
九
千
四
百
五
円
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
冊
子
に
つ
い
て
は
、
本
年
二
月
に
経
費
三
百
四
十
七
万
円
で
計
三
千
五
百
部
を
作
成
し
、
本
年
八
月
に
経
費
六

十
六
万
千
五
百
円
で
計
二
万
部
を
増
刷
し
た
。

三
、
五
及
び
七
に
つ
い
て

御
指
摘
の
冊
子
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
二
〇
〇
五
年
版
か
ら
二
〇
〇
七
年
版
ま
で
に
関
し
て
は
、
作
成
後
、
毎
年
三
月
か

ら
四
月
ま
で
に
か
け
て
、
主
に
、
独
立
行
政
法
人
北
方
領
土
問
題
対
策
協
会
、
社
団
法
人
北
方
領
土
復
帰
期
成
同
盟
、
根
室

市
役
所
、
北
海
道
立
北
方
四
島
交
流
セ
ン
タ
ー
、
全
国
会
議
員
事
務
所
及
び
全
都
道
府
県
庁
に
配
布
し
て
い
る
。
配
布
部
数

一



に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
北
方
領
土
問
題
対
策
協
会
に
は
、
二
〇
〇
五
年
版
を
一
万
二
千
九
百
五
十
部
、
二
〇
〇
六
年

版
を
一
万
二
千
九
百
五
十
部
、
二
〇
〇
七
年
版
を
一
万
四
千
九
百
五
十
部
、
社
団
法
人
北
方
領
土
復
帰
期
成
同
盟
に
は
、
二

〇
〇
五
年
版
を
四
千
部
、
二
〇
〇
六
年
版
を
四
千
部
、
二
〇
〇
七
年
版
を
五
千
部
、
北
海
道
庁
に
は
二
〇
〇
五
年
版
を
三
千

部
、
二
〇
〇
六
年
版
を
三
千
部
、
二
〇
〇
七
年
版
を
三
千
部
、
根
室
市
役
所
に
は
、
二
〇
〇
五
年
版
を
二
千
部
、
二
〇
〇
六

年
版
を
二
千
部
、
二
〇
〇
七
年
版
を
三
千
部
、
北
海
道
立
北
方
四
島
交
流
セ
ン
タ
ー
に
は
、
二
〇
〇
五
年
版
を
千
部
、
二
〇

〇
六
年
版
を
千
部
、
二
〇
〇
七
年
版
を
千
二
百
部
、
全
国
会
議
員
事
務
所
及
び
北
海
道
庁
を
除
く
全
都
道
府
県
庁
に
は
、
二

〇
〇
五
年
版
か
ら
二
〇
〇
七
年
版
ま
で
を
各
一
部
ず
つ
配
布
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

本
年
二
月
か
ら
九
月
末
ま
で
の
間
に
、
政
府
関
係
者
に
約
二
百
部
、
そ
の
他
国
内
関
係
者
等
に
約
千
八
百
部
、
在
外
公
館

に
約
一
万
三
千
七
百
部
を
配
布
し
た
。

六
に
つ
い
て

本
年
二
月
か
ら
九
月
末
ま
で
の
間
に
、
島
根
県
に
対
し
て
は
五
百
五
十
部
、
隠
岐
の
島
町
に
対
し
て
は
三
百
二
十
部
を
配

布
し
た
。

二



八
及
び
九
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
竹
島
問
題
を
理
解
す
る
た
め
の
十
の
ポ
イ
ン
ト
」
に
つ
い
て
は
、
全
国
会
議
員
に
は
配
布
し
て
い
な
い
が
、

要
望
等
に
応
じ
て
個
別
の
国
会
議
員
に
配
布
し
て
い
る
。

三


